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各学校において、各教科、総合的な学習の時間

等における環境教育に関する全体的な計画を作成

し、これに基づき学校や地域の実態・特性を十分

に生かした横断的・総合的な環境教育を推進しま

す。

県内の全学校・園では、「学校環境デー」（６月

５日）を中心とした時期に、創意工夫ある活動を

行うことを通して、環境教育に取り組む意欲を一

層高め、主体的によりよい環境づくりや環境に配

慮した望ましい行動が取れる児童生徒の育成を図

ります。

子どもたちが本物の自然に触れる体験をとおし

て習得した知識・技能を活用して、課題を解決す

る能力を育てるために、三重県総合教育センター

において、学校等の教育現場での活用可能な森林

環境教育の手法や進め方に関する研修講座を実施

します。また、ネットＤＥ研修（インターネットを

活用した研修）において環境教育に関する研修講

座を２講座配信し、勤務校等で効果的･効率的な

研修ができるようにしています。

県内の学校、地域団体、市町等の要望により地

域に出向いて講座を実施するとともに、市民向け

環境講座など三重県環境学習情報センターの講座

の開催により、環境教育・環境学習の機会を積極

的に提供していきます。

次世代を担う子どもたちの環境保全意識を醸成

していくため、子ども向け環境講座やMieこども

エコフェアの開催など、子どもを対象とした体験

型の環境教育・環境学習を推進していきます。

地域住民が主役となり、地域の自然や歴史、文

化などを守り伝えるとともに、人々の交流や学び

の場を提供することをめざした宮川流域エコミュ

ージアムの取組を推進するため、宮川流域案内人

の活動を促進します。

ア 見学受入と体験講座の実施

団体見学の受入については、展示ホールの見

学と体験講座をセットにして実施することによ

り、より効果的な環境教育・環境学習を提供し

ます。

イ 企画展示コーナーの充実

展示ホールに設置した月替わりの企画展示コ

ーナーを利用して県内の環境に優しい取組を実

践している企業、学校、ＮＰＯ、ボランティア

団体などの活動を紹介します。

森林公園の適正な維持管理を進めるとともに、

利用者参画型の運営を促進します。

環境学習の場として、展示や交流スペース等の

施設の充実と活用を図ります。

また、年間行事に、各種の講座やフィールドワ

ークなどを計画します。フィールドワークでは、

ミュージアムフィールドを活用し、自然環境保存

のための人材育成を支援します。

広く環境に関する知識を身につけ、体験型・参

加型の環境学習が実践できる指導者を養成します。

快適で安全な道路環境の確保および河川・海岸

等の美化を図るため、道路敷の除草、清掃および河
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新たな成長産業として、研究開発の促進や企業

誘致などによる環境・エネルギー関連産業の集積

促進、企業の生産プロセスの変革や新エネルギー

導入による「スマートライフ」の促進による産業

振興などに取り組んでいきます。

また、みえグリーンイノベーション構想を推進

するため、国内外の企業や大学等の有識者をメン

バーとした「スマートライフ推進協議会」を運営

し、新技術・新製品の開発をめざしたネットワー

クづくりを支援することにより、県内中小企業の

環境・エネルギー関連分野への進出を促進します。

県内中小企業の公害防止、環境保全等の環境問

題に対する取組に対し必要となる資金の融資を実

施します。

平成24（2012）年度に創設した表彰制度「み

え環境大賞」において、個人、ＮＰＯ、企業、学

校等が行う環境保全等の活動や環境経営の取組の

中から、特に優れた取組を称えるとともに、その

活動を広く紹介することで、県内における環境活

動を促進し、持続可能な社会の構築につなげてい

きます。

平成11（1999）年６月12日から全面施行した

「三重県環境影響評価条例」の適正な運用に努め、

開発事業等に係る環境影響の低減により適正に環

境保全を図ります。

工場や事業場の新増設に伴う公害を未然に防止

するため、「三重県公害事前審査会条例」に基づ

く公害事前審査制度で、事業者に対して、環境法

令に基づく排出基準の適合性の確認だけに限らず、

工場等の業種および地域特性に応じて、周辺環境

に及ぼす影響を可能な限り低減しているかどうか

等審査を行います。

環境関係の諸法令に基づく規制等の権限を有し

ていない市町長等が、その区域の実態に即したき

め細かい対応を行うことができるように、「三重

県環境基本条例」に基づき、市町長等と事業者と

の環境保全協定の締結を促進します。

公害に係る紛争については、「公害紛争処理法」

に基づくあっせん、調停や「三重県生活環境の保

全に関する条例」に基づく調査請求等の制度によ

り、その迅速かつ適正な解決を図ります。

また、公害等に係る苦情については、公害苦情

相談員により、県民からの苦情相談にあたるとと

もに、市町等と協力して、その適切な処理を行い

ます。

ア 産業廃棄物の抑制に係る産官共同研究

産業廃棄物の削減、資源リサイクルに取り組

む県内企業と共同研究を行い、企業における当

該技術の開発を支援します。

イ 環境修復地内での有害物質分解菌の探索に関

する研究

1,4-ジオキサンは発ガン性の疑いがあるた

め、平成21（2009）年度から環境基準項目と

して追加されました。県内の廃棄物不法投棄現

場では基準を超える1,4-ジオキサンが検出さ

れており、現在化学的手法により浄化対策が進

められています。

1,4-ジオキサンは微生物難分解性物質と考

えられてきましたが、近年では数件の分解菌に

関する報告があります。しかし当現場のような

長期間汚染された場所での分解菌報告事例は少

ないのが現状です。そこで、本研究では現場の

水を用いて1,4-ジオキサンの分解状況を確認

するとともに分解菌の単離を試みています。今

後、分解菌の特定や分解菌の単離方法の検討を
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藻の推移を把握し、アユ漁場の管理に必要な科

学的情報を収集します。

ホームページ「三重の環境」では、環境調査デ

ータの中で、大気環境は大気常時監視データ、光

化学スモッグ情報として毎時更新をするほか、化

学物質、水環境等の環境生活部に係るデータにつ

いても、より広くわかりやすく情報提供します。

地域森林計画の樹立にあわせ、森林簿、森林計

画図などの基本情報や治山、林道、保安林等の関

連情報の整備を進め、システムの適正な運用に努

めます。また、森林の適正な管理のため、森林簿

データ等を市町や関係者に提供します。

環境監視、発生源監視（大気）を行う環境総合

監視システムを運用し、大気環境と主要な発生源

の常時監視を行うとともに、光化学スモッグ注意

報の発令等の緊急時対策を実施します。

公共用水域（河川・海域）および地下水につい

て、関係機関と連携し、水質の常時監視を実施し

ます。

環境省が示す23の優先取組物質のうち、測定

法が示されているベンゼン、トリクロロエチレン

等の21物質の大気環境調査を実施します。

大気、河川、海域、底質、地下水および土壌の

ダイオキシン類による汚染状況を、常時監視しま

す。

本県では、自動車交通騒音および航空機騒音の

測定を実施するとともに、市町の協力を得て、一

般地域の環境騒音および道路交通振動の測定を実

施します。

中国河南省を対象にした産業公害の防止に関す

る技術研修は、長年の取組みにより人材育成等一

定の成果を得たことから平成25（2013）年度を

持って終了し、今後はブラジルサンパウロ州との

意思協定に基づき、サンパウロ州の環境保全政策

の推進に向けて、公害防止技術や規制手法等の研

修を実施します。

環境保全技術を開発途上地域に移転し、地球環

境保全、世界経済の持続的発展に資するために設

立された公益財団法人国際環境技術移転センター

（ ICETT）に対して、職員を派遣するなど人的な

協力を行います。
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